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本
書
の
目
次
は
左
記
の
通
り
で
、
一
一
編
の
論
文
を
収
録
し
て
い

る
（
1
（

。
序
文　

ト
ン
リ
ィ

①　
「
北
欧
諸
国
に
お
け
る
犯
罪
、刑
事
司
法
及
び
犯
罪
学
」
ラ
ピ
︲

セ
ペ
レ
及
び
ト
ン
リ
ィ

②　
「
北
欧
の
刑
罰
と
犯
罪
（
一
七
五
〇
年
な
い
し
二
〇
〇
八
年
（」

ホ
ー
フ
ェ
ル

③　
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
殺
人
」
キ
ヴ
ィ

ヴ
オ
リ
及
び
レ
ー
テ
ィ

④　
「
北
欧
の
少
年
司
法
」
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ

⑤　
「
北
欧
の
警
察
」
ヘ
イ
ゴ
ル
ド

⑥　
「
北
欧
諸
国
に
お
け
る
量
刑
理
論
、
量
刑
政
策
及
び
量
刑
研
究
」

ヒ
ン
カ
ネ
ン
及
び
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ

⑦　
「
北
欧
諸
国
に
お
け
る
少
年
非
行
研
究
」
キ
ヴ
ィ
ヴ
オ
リ
及
び

ベ
ル
ン
ブ
ル
グ

⑧　
「
北
欧
売
春
制
度
は
存
在
す
る
か
」
シ
ル
ブ
レ
イ
及
び
ホ
ル
ム

ス
ト
レ
ー
ム

⑨　
「
北
欧
風
組
織
犯
罪
」
コ
ル
セ
ル
及
び
ラ
ー
ソ
ン

⑩　
「
犯
罪
被
害
の
発
生
︱
北
欧
文
脈
で
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
タ
ム　

（
協
力
者
・
レ
ン
ネ
リ
ン
グ
及
び
リ
ュ
ッ
テ
ル
ブ
ロ
（

⑪　
「
北
欧
登
録
デ
ー
タ
及
び
犯
罪
学
的
知
識
へ
の
未
開
発
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
」
リ
ュ
ン
グ
ス
タ
ド
及
び
ス
カ
ル
ハ
ー
マ
ル

索
引

　

編
者
ト
ン
リ
ィ
は
一
九
四
五
年
に
米
国
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
州
生
ま
れ
の
犯
罪
学
者
で
あ
る（（
（

。
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
と

イ
ェ
ー
ル
大
学
に
学
び
、
一
九
七
一
年
よ
り
二
年
間
シ
カ
ゴ
大
学
で

教
職
に
就
く
。
以
後
米
、
欧
の
大
学
や
研
究
機
関
を
渡
り
歩
く
よ
う

に
研
究
を
続
け
て
現
在
に
至
る
。
そ
の
経
歴
は
多
彩
で
あ
る
。
犯
罪

学
者
ノ
ー
ヴ
ァ
ル
・
モ
リ
ス
（
（
（

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る（（
（

。

一
九
七
九
年
に
同
人
と
と
も
に
「
犯
罪
と
司
法
」
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻

を
出
版
し
て
い
る
。
出
版
の
理
由
は
、
犯
罪
並
び
に
犯
罪
を
理
解
し
、

処
理
す
る
方
法
に
関
す
る
知
識
の
輪
郭
を
得
る
こ
と
に
あ
り
、
犯
罪

学
を
独
立
し
た
学
問
の
体
系
に
構
築
し
て
い
く
た
め
に
そ
の
領
域
を

紹
介
と
批
評

Ｍ
・
ト
ン
リ
ィ
及
び
Ｔ
・
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
編

『
犯
罪
と
司
法
第
四
〇
巻

　

︱
︱
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
司
法
』

�

シ
カ
ゴ
大
学
出
版
、
二
〇
一
一
年
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画
然
と
し
て
、
学
際
的
に
問
題
の
深
い
研
究
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た（5
（

。
こ
の
出
版
の
ア
イ
デ
ア
は
、
米
国
の
法
執
行
及
び
刑
事
司

法
国
立
研
究
所
（T

he�N
ational�Institute�of�Law

�Enforcem
ent�

and�Crim
inal�Justice

（
か
ら
出
さ
れ
、
こ
れ
が
急
速
に
広
が
っ

て
実
現
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
以
後
現
在
ま
で
四
〇

巻
以
上
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
。

　

編
者
は
、
本
書
の
序
文
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
犯
罪
学
が
地
方
的

（parochial

（
で
あ
る
と
述
べ
、
他
国
の
犯
罪
の
状
況
及
び
司
法
制

度
に
つ
い
て
充
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
学
者
が
乏
し
い
こ
と
を
嘆

い
て
い
る
。
編
者
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
現
象
は
欧
米
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
同

様
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
も
相
似
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
適
用
の
方
法
に
相
違
が
存
在
す
る
と
い
う
。
相
違
は
、
施
設
収

容
処
分
の
使
用
、
少
年
裁
判
制
度
、
及
び
個
々
の
事
件
へ
の
政
治
家

の
関
与
の
度
合
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
企

画
立
案
者
は
、
米
国
は
こ
の
面
で
の
地
方
主
義
（parochialism

（

か
ら
徐
々
に
脱
却
し
て
き
て
い
る
と
い
う
。
脱
却
の
証
は
、
こ
の
全

集
の
一
九
九
五
年
以
降
の
六
巻
が
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
七
番
目
で
北
欧
の
犯
罪
と
司
法
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
い
る
。

　

筆
者
の
手
元
の
三
〇
巻
ま
で
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
に

北
欧
の
研
究
者
の
論
文
は
二
本
に
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
ス
ナ
レ

と
ボ
ン
デ
ソ
ン
に
よ
る
「
北
欧
の
犯
罪
学
研
究
（
6
（

」
で
あ
り
、
他
の
ひ

と
つ
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
に
よ
る
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
移
民
、

犯
罪
及
び
司
法
（
（
（

」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
編
者
の
述
べ
る
と
お
り
、

本
書
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
犯
罪
学
が
始
め
て
北
欧
の
犯
罪
と
司
法
に

正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
は
す
べ
て
北
欧
の
研

究
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
北
欧
の
状
況
の
報
告
の
意

味
合
い
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
よ

る
北
欧
の
犯
罪
と
司
法
に
関
す
る
研
究
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

筆
者
は
か
つ
て
先
年
物
故
さ
れ
た
丁
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
の

故
ボ
ン
デ
ソ
ン
教
授
（
以
下
ボ
ン
デ
ソ
ン
と
し
て
引
用
（
の
編
集
し

た
、
本
書
と
同
名
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
司

法
（
8
（

』
の
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

今
回
の
ト
ン
リ
ィ
の
編
集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
以
下
紹
介
し
て
い

き
た
い
。

　

今
回
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
、
編
者
の
ト
ン
リ
ィ
を
除
い
て
下
記

の
リ
ス
ト
に
掲
げ
る
北
欧
の
研
究
者
一
六
人
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
中
で
筆
者
が
多
少
と
も
名
前
を
知
っ
て

い
る
の
は
、
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
、
ホ
ー
フ
ェ
ル
、
レ
ー
テ
ィ
、
タ
ム
の

四
人
の
み
で
、
そ
の
他
の
研
究
者
の
名
前
に
は
な
じ
み
が
な
い
。
本

書
の
各
論
文
に
注
記
さ
れ
て
い
る
著
者
紹
介
に
よ
り
、
そ
の
一
人
一
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人
に
つ
い
て
所
属
等
を
記
す
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

　

ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
（Lappi-Seppälä,�T

apio

（、
ヘ
ル
シ
ン
キ
国
立

政
策
研
究
所
所
長
。

　

ホ
ー
フ
ェ
ル
（H

ofer,�H
anns�v.

（、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯

罪
学
研
究
所
教
授
。

　

キ
ヴ
ィ
ヴ
オ
リ
（K

ivivuori,�Janne

（、
ヘ
ル
シ
ン
キ
国
立
政
策

研
究
所
研
究
員
。

　

レ
ー
テ
ィ
（Lehti,�M

artti
（、
ヘ
ル
シ
ン
キ
国
立
政
策
研
究
所

上
級
研
究
員
。

　

ヘ
イ
ゴ
ル
ド
（H

øigård,�Cecilie
（、
オ
ス
ロ
大
学
犯
罪
学
部
教

授
。

　

ヒ
ン
カ
ネ
ン
（H

inkkanen,�V
ille

（、
ヘ
ル
シ
ン
キ
国
立
政
策
研

究
所
研
究
員
。

　

ベ
ル
ン
ブ
ル
グ
（Bernburg,�Jón�Gunnar

（、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

大
学
社
会
学
教
授
。

　

シ
ル
ブ
レ
イ
（Skilbrei,�M

ay-Len

（、
オ
ス
ロ
所
在
国
際
応
用

科
学
研
究
所
研
究
員
。

　

ホ
ル
ム
ス
ト
レ
ー
ム
（H

olm
ström

,�Charlotta

（、
マ
ル
ム
保

健
・
社
会
高
等
学
院
上
級
講
師
。

　

コ
ル
セ
ル
（K

orsell,�Lars

（、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員

会
経
済
・
組
織
犯
罪
部
部
長
。

　

ラ
ー
ソ
ン
（Larsson,�Paul

（、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
警
察
大
学
犯
罪
学

教
授
。

　

タ
ム
（T

ham
,�H
enrik

（、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
学
研
究

所
名
誉
教
授
。

　

レ
ン
ネ
リ
ン
グ
（Rönneling,�A

nita

（、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大

学
犯
罪
学
研
究
所
研
究
員
。

　

リ
ュ
ッ
テ
ル
ブ
ロ
（Rytterbro,�Lise-Lotte

（、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
大
学
犯
罪
学
研
究
所
研
究
員
。

　

リ
ュ
ン
グ
ス
タ
ド
（Lyngstad,�T

orkild�H
ovde

（、
オ
ス
ロ
大

学
社
会
学
及
び
人
間
地
理
学
部
研
究
員
。

　

ス
カ
ル
ハ
ー
マ
ル
（Skardham

ar,�T
orbjørn

（、
ノ
ル
ウ
ェ
イ

統
計
局
人
口
統
計
及
び
社
会
統
計
部
研
究
員
。

　

し
か
し
、
ボ
ン
デ
ソ
ン
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
飾
っ
て
い
た
、
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
の
ス
ベ
リ
（Sveri,�K

nut

（、
オ
ス
ロ
大
学
の

ク
リ
ス
テ
ィ
（Christy,�N

ils

（、
丁
の
法
務
省
の
シ
ュ
フ
ス
ゴ
ー

ル
ド
（K

yvsgaard,�Britta

（、
瑞
の
刑
法
学
者
、
ト
レ
ス
ク
マ
ン

（T
räskm

an,�Per�O
le

（、
諾
の
受
刑
者
問
題
の
専
門
家
、
マ
シ
ィ

セ
ン
（M

athiesen,�T
hom
as

（、
瑞
の
ク
ヌ
ト
ソ
ン
（K

nutsson,�
Johannes

（
や
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
（K

ülhorn,�Eckart

（
ら
の
名

前
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
編
者
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
形
成
過
程
に
お
い
て
ス
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ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
の
ア
ン
デ
シ
ョ
ン
（A

ndersson,�
Jan

（
を
は
じ
め
と
し
て
、
丁
の
法
務
省
よ
り
シ
ュ
フ
ス
ゴ
ー
ル
ド
、

芬
か
ら
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
及

び
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
二
箇
所
で
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
後
に
採
録
論
文

を
決
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
編
者
は
、
特
に
シ
ュ
フ
ス
ゴ
ー
ル
ド
、

ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
及
び
瑞
の
裁
判
官
、
ベ
ッ
ク
ル
ン
ド
（Bäcklund,�

A
gneta

（
の
三
人
に
謝
辞
を
残
し
て
い
る
。

　

ボ
ン
デ
ソ
ン
の
編
著
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
の
双
方
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
の
は
、
ホ
ー
フ
ェ
ル
、
レ
ー

テ
ィ
、
セ
ペ
レ
及
び
タ
ム
の
四
人
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
学
研
究
所
の
サ
ル
ネ
ッ
キ
教
授
（Sarnecki,�

Jerzy

（
は
、
ト
ン
リ
ィ
の
序
文
に
名
前
こ
そ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
こ
の
ど
ち
ら
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
論
文
を
寄
稿
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
ト
ン
リ
ィ
の
序
文
の
中
に
は
ボ
ン
デ
ソ
ン
編
集
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
言
及
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な

事
情
が
介
在
す
る
の
か
筆
者
の
手
元
に
は
何
の
情
報
も
な
い
。
た
だ
、

不
思
議
に
思
う
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
採
録
さ
れ
て
い
る
一
一
編
の
論
文
を
瞥
見
す
る
。

　

こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
全
体
で
六
七
〇
頁
を
超
え
る
大
著
で
あ
り
、

ま
た
、
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
た
め
細
か
い

紹
介
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
予
め
承
知
し
て
頂
き
た
い
。

　

ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
と
ト
ン
リ
ィ
の
共
著
で
あ
る
論
文
①
「
北
欧
諸
国

に
お
け
る
犯
罪
、
刑
事
司
法
及
び
犯
罪
学
」
は
、
こ
の
後
に
続
く
一
〇

編
の
論
文
の
背
景
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

北
欧
四
カ
国
は
、
社
会
保
障
の
充
実
、
税
金
、
政
府
の
正
統
性
で

際
立
っ
て
お
り
、
政
府
の
信
頼
度
が
他
国
に
比
べ
て
高
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
社
会
福
祉
の
費
用
負
担
、
警
察
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
、

所
得
の
平
等
及
び
国
民
相
互
の
信
頼
は
、
国
際
比
較
で
北
欧
諸
国
が

最
上
位
を
占
め
て
い
る
。
自
由
刑
の
比
率
は
低
く
（
図
を
参
照
（、

死
刑
は
廃
止
さ
れ（（
（

、
刑
事
政
策
は
穏
や
か
で
、
社
会
政
策
が
最
良
の

刑
事
政
策
で
あ
る
と
い
う
理
念
が
現
実
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
最

近
の
社
会
的
経
済
的
変
動
に
こ
れ
ら
の
国
々
は
直
面
し
、
景
気
の
後

退
を
経
験
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
危
機
を
乗
り
越
え
て
お
り
、

刑
事
政
策
へ
の
影
響
は
み
ら
れ
な
い
。

　

論
文
は
、
刑
罰
運
用
の
実
態
を
自
由
刑
（Im

prisonm
ent

（、
地

域
的
制
裁
（Com

m
unity�Sanction

（、
少
年
の
処
分
（Sanctions�

for�Y
oung�O

ffenders

（、
調
停
（M

ediation

（
の
四
種
に
分
類

し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る（（（
（

。
執
行
猶
予
、
保
護

観
察
な
ど
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
分
類
中
地
域
的
制
裁

は
、
筆
者
の
自
由
制
限
刑
の
提
言
（
（（
（

に
繫
が
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

　

著
者
ら
が
気
に
か
け
て
い
る
の
は
、
理
想
的
と
も
い
え
る
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
刑
罰
主
義
へ
の
転
向
と
右
翼
的
傾
向
の
増
大
の
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図　欧州諸国の拘禁率（2007-2008）⑴

資料原：ロシアとアメリカ、ICPS�（http://www.prisonstudies.org/）。北欧諸国、Kristoffersen,�
Ragnar:�Correctional�Statistics�of�Denmark,�Finland,� Iceland,�Norway�and�Sweden,�KRUS�no.�
（/（010,�Oslo:�Correctional�Service�of�Norway�Staff�Academy,�（010.�（Tonry�(ed.)�（011,�p.（.�Fig.5.）。

⑴ 数値は人口 10 万人当りの比率。⑵ イングランド及びウェールズ。
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兆
し
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
を
受
け
る
よ
う
に
、
論
文
②
「
北
欧
の
刑
罰
と
犯
罪
」

の
中
で
ホ
ー
フ
ェ
ル
は
、
約
二
五
〇
年
に
わ
た
る
北
欧
の
犯
罪
の
趨

勢
を
記
述
し
て
い
る
。

　

ホ
ー
フ
ェ
ル
は
長
年
に
わ
た
っ
て
犯
罪
の
趨
勢
を
マ
ク
ロ
犯
罪
学

の
視
点
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
瑞
の
公
式
統
計
を
利
用
し
て
（
自
ら
統
計

数
値
を
作
る
こ
と
な
く
（、
北
欧
諸
国
の
共
通
性
を
追
求
（
相
違
を

訊
ね
ず
（
し
、
犯
罪
は
粗
暴
犯
と
財
産
犯
、
処
分
は
拘
禁
、
罰
金
、

猶
予
判
決
な
ど
大
ま
か
に
と
ら
え
、
一
国
全
体
の
状
況
を
長
期
間
に

わ
た
っ
て
観
察
す
る
と
い
う
手
法
で
統
計
的
に
研
究
し
て
き
て
お
り
、

図
示
に
よ
る
分
析
方
法
を
用
い
て
、
数
理
的
な
深
い
検
討
に
消
極
的

で
あ
る（（（
（

。
ボ
ン
デ
ソ
ン
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
で
も
一
九
五
〇
年
以

降
の
趨
勢
を
紹
介
し
て
い
る（（（
（

。
そ
の
幅
を
二
百
年
に
広
げ
た
の
が
今

回
の
論
文
で
あ
る
。
ホ
ー
フ
ェ
ル
に
よ
る
と
、
産
業
化
も
都
市
化
も

と
も
に
犯
罪
の
趨
勢
と
は
関
係
が
な
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
統
制
が
暴

力
犯
罪
の
消
長
に
、
機
会
構
造
の
変
化
が
財
産
犯
の
消
長
に
、
そ
れ

ぞ
れ
大
き
く
関
係
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
間
の
刑
事
制
裁
の
発
展

は
犯
罪
及
び
犯
罪
者
の
統
制
に
何
の
効
果
も
あ
げ
て
い
な
い
と
さ
れ

て
い
る（（（
（

。

　

論
文
③
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
殺
人
」
で

は
、
殺
人
の
問
題
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
に
殺
人
に
関
す
る
北
欧
四
国
の
犯
罪
統
計
の
信
頼
性
が
高

い
こ
と
、
長
期
間
に
わ
た
り
統
計
数
値
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
、
芬
の
件
数
が
他
の
三
国
の
件
数
よ
り
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
原
因
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
戦
争
（
（（
（

に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
特
に

芬
と
の
比
較
の
対
象
に
瑞
を
選
ん
だ
理
由
を
、
一
八
〇
九
年
ま
で
芬

が
瑞
の
一
部
で
あ
り
、
文
化
的
社
会
的
近
似
性
が
言
語
の
相
違
に
も

か
か
わ
ら
ず
大
き
い
こ
と
及
び
北
欧
の
殺
人
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が

こ
の
両
国
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
帰
し
て
い
る
。
更
に
、
殺
人
の

研
究
者
も
こ
の
両
国
の
出
身
者
が
多
い
と
い
う（（（
（

。

　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
死
因
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
以
来
欧
州

の
殺
人
率
は
大
き
く
四
個
の
群
に
分
か
れ
る
が
、
瑞
の
殺
人
率
が
最

小
群
に
入
る
の
に
、
芬
の
殺
人
率
は
、
ロ
シ
ア
を
含
む
最
大
群
に
入

る
。
著
者
の
基
準
で
芬
の
殺
人
率
は
第
三
位
で
あ
る
。
一
九
九
七
年

か
ら
二
〇
〇
一
年
の
間
の
北
欧
五
国
に
お
け
る
致
死
凶
器
に
よ
る
殺

人
死
者
、
一
六
九
〇
件
中
芬
（
四
二
％
（
と
瑞
（
二
八
％
（
で
一
一

八
一
人
を
占
め
る
。
著
者
は
、
人
口
、
経
済
、
社
会
政
策
及
び
文
化

の
四
個
の
社
会
指
標
と
の
二
変
数
相
関
を
と
り
そ
の
関
連
を
調
査
し

て
い
る
。
低
い
乳
児
死
亡
率
、
一
五
な
い
し
二
四
歳
の
男
子
の
比
率

の
低
さ
、
等
し
い
男
女
比
、
大
き
い
国
民
所
得
、
低
い
ジ
ニ
係
数
、

低
い
失
業
率
、
国
民
所
得
に
占
め
る
公
教
育
費
及
び
社
会
保
障
費
の

割
合
の
大
き
さ
が
殺
人
率
の
低
さ
と
相
関
し
、
更
に
国
民
の
政
治
参
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加
と
男
女
平
等
が
進
ん
で
い
れ
ば
殺
人
率
は
低
い
。
た
だ
、
ア
ル

コ
ー
ル
の
消
費
量
と
殺
人
率
と
の
相
関
は
統
計
的
に
有
意
差
が
な
い

と
さ
れ（（（
（

、
一
方
、
厳
罰
主
義
の
表
現
と
し
て
受
刑
者
人
口
の
多
さ
は

殺
人
率
の
高
さ
と
相
関
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
ど
の
指
標
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
芬
を
除
く
四
国
は
回
帰

直
線
の
周
囲
に
集
ま
る
の
に
対
し
て
、
芬
は
回
帰
直
線
か
ら
殺
人
の

値
の
大
き
い
方
向
に
大
き
く
は
ず
れ
た
位
置
を
占
め
る（（（
（

。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
芬
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
公
衆
衛
生
に
か
か
る
態
度

に
よ
り
、
更
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
と
政
治
参
加
の
状
況
に
か
か
わ
る

と
、
著
者
は
指
摘
す
る（（（
（

。

　

著
者
の
関
心
の
第
二
は
、
瑞
及
び
芬
に
お
け
る
殺
人
研
究
の
伝
統

で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
学
的
、
歴
史
的
及
び
法
医
学
的
の
三
領
域
に

分
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
研
究
を
包
括
的
に
要
約
す
る
形
で

紹
介
し
て
い
る
。
多
数
の
研
究
者
に
よ
る
調
査
の
紹
介
が
あ
る
。
著

者
の
第
三
の
関
心
と
し
て
、
特
に
、
中
世
以
来
の
殺
人
事
件
に
関
し

て
残
存
し
て
い
る
統
計
そ
の
ほ
か
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
詳
細
に
報

告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
理
的
範
囲
は
か
つ
て
瑞
の
支
配
下
に

あ
っ
た
芬
、
諾
の
デ
ー
タ（（（
（

を
も
含
め
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
殺

人
を
含
む
瑞
の
死
因
統
計
は
、
一
七
四
九
年
よ
り
継
続
し
て
現
在
ま

で
存
在
し
て
い
る
。
芬
の
分
離
後
も
殺
人
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の

統
計
が
両
国
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
豊
富
な
統
計
資
料
に
基

づ
い
て
、
一
六
世
紀
以
降
の
都
市
地
域
及
び
農
村
地
域
の
殺
人
の
傾

向
が
細
か
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

セ
ペ
レ
に
よ
る
④
「
北
欧
の
少
年
司
法
」
は
、
少
年
司
法
の
現
状

を
比
較
・
記
述
す
る
と
と
も
に
将
来
の
展
望
を
行
っ
て
い
る
。

　

北
欧
の
少
年
司
法
が
い
わ
ゆ
る
委
員
会
制
度
と
い
う
行
政
的
な
制

度
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝

統
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
て
、
北
欧
に
は
い
わ
ゆ
る
少
年
裁
判
所
は

存
在
し
な
い
。
著
者
は
、
少
年
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
司
法
及
び
児
童

福
祉
双
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
即
ち
そ
の
複
線
構
造
を
紹
介
し
て

い
る
。

　

複
線
構
造
の
出
発
点
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ッ
ツ（（（
（

の
活
動
に
あ

る
。
彼
は
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
児
童
福
祉
法
の
三
法
の
制
定

委
員
会
の
す
べ
て
の
委
員
長
を
務
め
た
法
律
家
で
あ
っ
た
。
最
初
の

児
童
福
祉
法
は
、
刑
法
改
正
案
の
付
録
と
し
て
提
出
さ
れ
た
と
い
う
。

双
方
は
、
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
北
欧
の
地
方
中
心
の
政
治
体

制
の
下
で
独
特
な
児
童
保
護
体
制
を
北
欧
各
国
に
発
達
さ
せ
た
と
い

う
（
（（
（

。

　

そ
の
後
の
発
展
の
中
で
は
、
少
年
刑
務
所
の
展
開
、
い
わ
ゆ
る
保

護
法
（Skyddslag

（
（（
（

（
の
出
現
に
よ
る
論
争
、
社
会
防
衛
論
と
の
妥

協
に
よ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
の
成
立
が
述
べ
ら
れ
る
。
更
に
、

社
会
福
祉
領
域
に
お
け
る
強
制
の
要
素
の
排
除
及
び
児
童
保
護
に
お
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け
る
非
施
設
化
の
主
張
の
進
展
（
（（
（

は
、
基
本
的
視
点
を
「
児
童
の
保
護

（vård�av�barn

（」
か
ら
「
児
童
の
最
善
（barnets�bästa

（」（
カ
ッ

コ
内
筆
者
（
へ
と
移
し
た
。
そ
し
て
家
族
中
心
の
処
遇
方
法
が
良
し

と
さ
れ
て
い
る
。

　

論
文
の
後
半
は
、
北
欧
各
国
に
お
け
る
制
度
の
現
状
の
紹
介
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
紹
介
を
省
略
す
る
。

　

ヘ
イ
ゴ
ル
ド
に
よ
る
論
文
⑤
「
北
欧
の
警
察
」
は
、
標
題
の
通
り
、

警
察
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
の
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
と
、
北
欧
の
警
察
研
究
に

は
、「
警
察
の
目
」
の
概
念
を
中
心
と
す
る
活
動
の
研
究
、
い
わ
ゆ

る
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
警
察
理
論
の
研
究
、
及
び
警

察
活
動
の
困
難
さ
と
警
察
活
動
統
制
の
様
々
な
モ
デ
ル
研
究
と
い
う

三
個
の
流
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
北
欧
全
体
の
福
祉
国

家
モ
デ
ル（（（
（

が
警
察
活
動
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
一
般
的
に
、

警
察
の
性
格
付
け
に
は
、
近
隣
警
察
と
地
域
警
察
と
い
う
概
念
が
使

用
さ
れ
る
。
小
さ
い
町
村
単
位
の
警
察
と
広
域
の
警
察
で
あ
る
。
国

家
の
発
展
と
と
も
に
警
察
は
大
き
い
組
織
に
変
貌
す
る
。
そ
の
発
展

に
住
民
の
保
護
を
中
心
と
す
る
警
察
と
国
家
体
制
の
保
持
を
中
心
と

す
る
治
安
警
察
と
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
北
欧
の
警
察
は
前
者
の

特
徴
を
も
つ（（（
（

。

　

こ
れ
を
前
提
に
、
警
察
官
の
数
（
瑞
二
万
六
千
、�

丁
一
万
五
千
、

芬
一
万
、
諾
一
万
三
千
（、
女
性
警
察
官
の
比
率
（
三
〇
な
い
し
四
〇

パ
ー
セ
ン
ト
（、
警
察
官
一
人
あ
た
り
住
民
の
数
（
五
〇
〇
な
い
し

六
〇
〇
（
な
ど
、
福
祉
モ
デ
ル
の
警
察
組
織
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
。
次

い
で
、
警
察
の
実
務
と
文
化
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
、「
警
察
の
目
（police�gaze

（
（（
（

（」
で
あ
る
。

　

警
察
文
化
に
つ
い
て
は
、
北
欧
に
お
け
る
女
性
の
重
視
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
の
他
全
般
的
に
警
察
文
化
の
内
容
が
「
流
動

性
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
警
察
活
動

の
方
向
と
し
て
、
課
題
に
向
け
ら
れ
た
警
察
活
動
、
状
況
的
犯
罪
予

防
、
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
、
地
域
的
犯
罪
予
防
そ
し
て
国
際
協
力
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
警
察
活
動
の
困
難
さ
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
警
察
活
動
の
統
制
に
関
す
る
各
国
の
取
り
組
み
、「
警
察

活
動
を
警
察
す
る（（（
（

」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

ヒ
ン
カ
ネ
ン
及
び
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
の
論
文
⑥
「
北
欧
諸
国
に
お
け

る
量
刑
理
論
、
量
刑
政
策
及
び
量
刑
研
究
」
は
、
北
欧
の
刑
事
裁
判

に
お
け
る
量
刑
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

　

北
欧
の
量
刑
は
、
大
陸
法
の
伝
統
に
従
っ
て
お
り
、
英
米
法
の
量

刑
委
員
会
の
よ
う
な
制
度
は
存
在
し
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
に
お
け

る
保
護
主
義
の
衰
退
は
、
罪
刑
の
均
衡
と
量
刑
に
お
け
る
予
測
を
強

調
す
る
量
刑
改
革
を
導
い
た（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
衰
退
は
北
欧
で
は
厳

罰
化
を
招
か
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
制
裁
の
一
層
の
精
密
化
、
制
裁
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類
型
の
多
様
化
の
方
向
を
と
っ
た
。
同
時
に
量
刑
の
一
貫
性
と
統
一

化
（
（（
（

が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
、
論
文
は
芬
の
状
況
を
中
心
と

す
る
報
告
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
量
刑
実
務
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
罪
の
重
さ

と
非
難
可
能
性
、
前
歴
、
人
間
性
（
衡
平
事
由
（
（（
（

（
な
ど
が
量
刑
の
基

準
で
あ
り
、
併
合
罪
に
つ
い
て
は
芬
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
併
合
さ

れ
た
罪
に
対
す
る
刑
の
す
べ
て
を
一
定
の
方
法
で
数
量
化
し
、
非
線

形
回
帰
モ
デ
ル
で
そ
の
計
算
を
試
み
て
い
る
。
制
裁
選
択
の
比
較
に

お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
段
階
処
遇
を
材
料
に
各
国
の
量
刑
が
整
理
さ

れ
、
左
記
の
段
階
が
説
明
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

第
一
段
階
は
、
警
告
処
分
（
通
常
は
起
訴
放
棄
で
あ
る
（。

　

第
二
段
階
は
、
罰
金
で
、
拘
禁
の
付
加
刑
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

　

第
三
段
階
は
、
地
域
制
裁
で
、
保
護
観
察
、
社
会
奉
仕
命
令
、
電

子
監
視
等
が
使
用
さ
れ
る
。

　

第
四
の
最
高
段
階
は
、
拘
禁
で
あ
り
、
諾
及
び
丁
に
は
執
行
猶
予

制
度
が
あ
る
。

　

瑞
と
芬
の
比
較
が
特
に
な
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
刑
罰
価
値
が
量

刑
の
基
礎
に
あ
る
が
、
社
会
内
処
遇
が
優
位
を
し
め
、
電
子
監
視
、

地
域
奉
仕
命
令
が
多
数
を
占
め
る
。
芬
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
罪
種

ご
と
の
量
刑
比
較
で
は
、
人
身
犯
の
場
合
、
軽
い
暴
行
は
罰
金
、
故

殺
未
遂
及
び
謀
殺
未
遂
で
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
拘
禁
に
処
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
期
は
、
故
殺
未
遂
の
場
合
平
均
で
約
二
年
、

謀
殺
未
遂
の
場
合
は
平
均
で
約
七
年
で
あ
る（（（
（

。

　

キ
ヴ
ィ
ヴ
オ
リ
及
び
ベ
ル
ン
ブ
ル
グ
の
論
文
⑦
「
北
欧
諸
国
に
お

け
る
少
年
非
行
研
究
」
は
、
自
己
申
告
調
査
（
（（
（

に
始
ま
る
と
さ
れ
る
北

欧
に
お
け
る
少
年
非
行
研
究
の
紹
介
で
あ
る
。

　

自
己
申
告
調
査
が
少
年
の
間
に
お
け
る
非
行
の
一
般
的
な
広
が
り

を
明
ら
か
に
し
た
後
、
こ
の
研
究
は
一
時
的
に
影
を
ひ
そ
め
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
復
活
し
、
各
国
で
広
範
囲
に
実
施
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
少
年
非
行
の

増
加
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遵
法
少
年
の
増
加
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因

の
説
明
と
し
て
、
少
年
人
口
の
減
少
、
社
会
統
制
が
細
や
か
に
な
っ

た
こ
と
、
非
行
を
嫌
う
方
へ
の
少
年
全
般
の
態
度
変
化
、
自
己
の
将

来
を
見
越
し
て
経
済
状
況
に
適
応
す
る
こ
と
、
少
年
の
日
常
行
動
の

変
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
ル
ブ
レ
イ
及
び
ホ
ル
ム
ス
ト
レ
ー
ム
の
論
文
⑧
「
北
欧
売
春
制

度
は
存
在
す
る
か
」
は
、
北
欧
に
お
け
る
売
春
問
題
を
、
売
春
政
策

と
社
会
福
祉
の
両
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

売
春
に
は
、
Ａ
・
性
行
為
に
よ
り
金
銭
を
得
る
行
為
（
売
り
手
、

通
常
女
性
（、
Ｂ
・
金
銭
を
支
払
う
行
為
（
買
い
手
、
通
常
男
性
（

及
び
Ｃ
・
両
者
の
間
に
介
在
す
る
斡
旋
者
の
三
個
の
側
面
が
あ
る
。

売
春
の
取
締
り
や
処
罰
と
い
う
場
合
過
去
に
お
い
て
は
Ａ
が
そ
の
対
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象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｂ
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
処
罰
す
る
と
い
う

の
が
現
今
の
傾
向
で
あ
る
。
瑞
は
Ｂ
の
み
を
犯
罪
化
し
、
Ａ
は
合
法

と
し
て
い
る
。
諾
も
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
も
Ｂ
を
犯
罪
化
し
て
い
る
。
芬

は
瑞
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
人
身
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
女
性
等
に
よ

る
Ｂ
を
犯
罪
化
し
て
い
る
。
丁
で
は
激
し
い
議
論
が
進
行
中
と
い
う
。

た
だ
、
一
八
歳
未
満
の
者
か
ら
の
Ｂ
は
、
北
欧
全
体
で
犯
罪
化
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
Ａ
は
北
欧
全
体
で
犯
罪
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ

を
非
犯
罪
化
し
た
最
後
の
国
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
二
〇
〇
七
年
に
非

犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
金
銭
の
か
ら
む
場
合
と
そ

う
で
な
い
場
合
、
女
性
の
同
意
が
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
な

ど
、
様
々
な
局
面
が
想
定
さ
れ
る
が
、
実
態
は
多
様
で
、
捕
捉
し
が

た
い
。
訴
追
さ
れ
た
事
件
も
少
な
い
。
勿
論
、
人
身
売
買
は
北
欧
全

体
で
禁
止
さ
れ
、
犯
罪
化
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
Ｃ
の
よ
う
な

行
為
は
す
べ
て
犯
罪
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
国
際
的

に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

論
文
は
、
売
春
問
題
の
取
扱
い
の
歴
史
を
各
国
別
に
紹
介
し
て
い

る
。
当
初
は
、
性
病
予
防
と
い
う
衛
生
問
題
か
ら
上
記
の
Ａ
が
処
罰

の
対
象
と
な
り
、
後
に
、
貧
困
問
題
、
女
性
解
放
問
題
な
ど
と
か
ら
ん

で
、
現
在
の
状
況
へ
と
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
可
視
的
に
な
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、

北
欧
各
国
の
売
春
に
か
か
る
歴
史
が
短
く
描
写
さ
れ
る
。

　

次
い
で
、
売
春
は
社
会
事
業
活
動
を
要
す
る
社
会
問
題
で
あ
る
こ

と
が
説
明
さ
れ
る
。
売
春
婦
は
性
の
売
り
手
と
し
て
積
極
的
な
関
係

者
で
な
く
、
む
し
ろ
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
売
春
は
、
立
派
な
紳
士
と
見
ら
れ
る
者
と
刑
事
司
法

の
対
象
で
あ
る
被
害
者
と
の
間
に
生
じ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
が
性

サ
ー
ビ
ス
購
入
の
犯
罪
化
（
（（
（

の
大
き
い
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
売
春

の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
社
会
福
祉
の
領
域
に
お
い
て
多
数

の
調
査
が
北
欧
で
は
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
調
査
は
不
十
分
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
売
春
政
策
と
売
春
市
場
と
の
関
連
が
問
題
に
さ
れ
て
い

る
。
同
性
愛
売
春
、
中
・
東
欧
か
ら
の
売
春
婦
の
流
入
、
単
な
る
広

告
に
過
ぎ
な
い
売
春
情
報
の
氾
濫
な
ど
が
北
欧
の
売
春
市
場
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
市
場
の
状
況
も
売
春
政
策
も
国
ご
と
に
異
な
り
、

多
様
化
し
て
い
る
。
北
欧
だ
け
で
な
く
、
人
身
売
買
な
ど
国
際
的
な

問
題
も
生
じ
て
い
る
。
性
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
の
犯
罪
化
が
ど
れ
だ
け

効
果
を
上
げ
て
い
る
か
に
つ
い
て
結
論
を
得
る
段
階
に
は
な
い
。

　

コ
ル
セ
ル
及
び
ラ
ー
ソ
ン
に
よ
る
論
文
⑨
「
北
欧
風
組
織
犯
罪
」

は
、
標
題
に
あ
る
よ
う
に
北
欧
に
お
け
る
組
織
犯
罪
を
扱
っ
て
い
る
。

　

北
欧
に
は
日
本
の
や
く
ざ
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
フ
ィ
ア
の
ご
と
き
犯

罪
的
組
織
は
存
在
し
な
い
。
北
欧
に
お
け
る
組
織
犯
罪
は
規
模
も
小

さ
く
、
活
動
も
大
規
模
な
も
の
で
な
い
。
ま
た
、
政
府
の
活
動
の
透
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明
性
が
高
く
、
腐
敗
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
を
前
提
に
、
報
告
は
北

欧
の
組
織
犯
罪
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
北
欧
で
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
薬
物
犯
罪
と
薬
物
の
密
輸
で
あ
る
。
他
の
主
題
と
し
て
、

売
春
が
ら
み
の
人
身
売
買
と
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
し
か

し
、
組
織
犯
罪
が
政
府
や
行
政
を
腐
敗
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
で
国
際
的
な
組
織
犯
罪
問
題
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
。
安
定
し
た
北
欧
の
状
況
は
、
長
年
の
平
和
と
自
由
、
民
主
主
義

的
社
会
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
繁
栄
、
女
性
差
別
の
不
存
在
（
性

的
平
等
（
及
び
単
一
倫
理
の
宗
教
的
社
会
と
い
う
社
会
全
体
の
特
徴

に
表
れ
て
い
る
。

　

組
織
犯
罪
の
定
義
は
、
Ｅ
Ｕ
の
定
義
（
（（
（

と
同
一
で
あ
る
が
、
行
為
者

は
い
わ
ゆ
る
暴
走
族
と
小
規
模
な
違
法
企
業
家
な
ど
で
あ
り（（（
（

、
む
し

ろ
域
外
か
ら
の
影
響
、
即
ち
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
・
マ

フ
ィ
ア
な
ど
東
側
か
ら
の
脅
威
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
北

欧
に
お
い
て
は
組
織
犯
罪
対
策
が
組
織
的
か
つ
積
極
的
に
行
わ
れ
て

い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
拡
大
に
よ
る
国
境
の
消
滅
が
将
来
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
す
か
、
論
文
は
こ
こ
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。

　

タ
ム
に
よ
る
論
文
⑩
「
犯
罪
被
害
の
発
生
︱
北
欧
文
脈
で
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
」
は
、
瑞
を
中
心
に
犯
罪
被
害
者
立
法
の
問
題
を
述
べ

て
い
る
。

　

ま
ず
、
被
害
者
支
援
の
政
策
が
瑞
で
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
っ
た（（（
（

こ
と
を
誇
ら
か
に
述
べ
、
従
来
刑
事
政
策
の
領
域
で
被
害
者
と
い
う

と
劣
悪
な
生
活
環
境
や
生
育
条
件
に
よ
り
犯
罪
を
犯
す
よ
う
に
な
っ

た
犯
罪
者
で
あ
っ
た
も
の
が
、
言
葉
通
り
犯
罪
の
被
害
者
を
正
面
か

ら
取
り
上
げ
、
そ
の
保
護
、
被
害
の
補
償
を
考
え
る
方
向
へ
の
転
換

が
こ
の
と
き
に
な
さ
れ
た
と
い
う
。

　

被
害
者
へ
の
補
償
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
被
害
者
問
題
を

専
門
に
扱
う
公
務
所
が
発
足
し
、
更
に
、
被
害
者
保
護
の
重
点
が
、

犯
罪
被
害
の
問
題
一
般
を
扱
う
と
こ
ろ
か
ら
、
女
性
及
び
児
童
の
保

護
と
い
う
特
殊
な
問
題
を
扱
う
方
向
に
変
化
し
た
と
さ
れ
る
。
被
害

者
問
題
は
、
犯
罪
と
被
害
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
で
な
く
、
女
性

及
び
児
童
の
お
か
れ
る
立
場
と
い
う
広
い
視
野
で
検
討
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

瑞
に
お
け
る
犯
罪
被
害
問
題
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
国
民
的
合
意
の

も
と
に
扱
わ
れ
、
広
い
刑
事
政
策
的
視
野
か
ら
犯
罪
者
と
被
害
者
の

関
係
を
見
、
一
方
的
な
被
害
者
支
援
に
堕
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

犯
罪
被
害
と
い
う
共
通
経
験
を
有
す
る
者
へ
の
、
感
情
に
流
さ
れ
な

い
、
均
質
な
援
助
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
被
害
は
、
最

終
的
に
社
会
の
責
任
に
帰
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の

安
全
を
護
る
社
会
の
責
任
で
あ
る
。

　

犯
罪
被
害
に
か
か
る
最
近
の
視
点
の
変
化
は
、
法
律
の
分
野
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
被
害
者
な
き
犯
罪
の
概
念
の
変
容
、
即
ち
、
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こ
の
種
犯
罪
の
被
害
者
を
社
会
（
社
会
の
道
徳
感
情
（
と
す
る
発
想

の
誕
生
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
を
自
発
的
な
も
の
で
な
く
、
誘
発

さ
れ
た
も
の
と
見
る
視
点
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
視
点
の
変
化
は
ま

た
、
刑
事
手
続
（
労
働
災
害
を
犯
罪
と
み
な
す
な
ど
（
や
国
の
刑
事

政
策
（
そ
の
目
的
の
社
会
復
帰
か
ら
刑
罰
価
値
へ
の
変
化
な
ど
（
に

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
論
文
の
最
後
に
北
欧
各
国
の
こ
の
問
題

の
扱
い
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

リ
ュ
ン
グ
ス
タ
ド
及
び
ス
カ
ル
ハ
ー
マ
ル
の
論
文
⑪
「
北
欧
登
録

デ
ー
タ
及
び
犯
罪
学
的
知
識
へ
の
未
開
発
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
は
、
北

欧
犯
罪
学
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

北
欧
の
登
録
デ
ー
タ
の
シ
ス
テ
ム
は
欧
州
内
部
で
際
立
っ
て
上
質

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
。
登
録
デ
ー
タ
は
各
官

庁
の
作
成
す
る
も
の
と
国
勢
調
査
に
よ
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
り
、

社
会
学
、
経
済
学
及
び
人
口
統
計
学
で
積
極
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
犯
罪
学
に
お
け
る
使
用
は
限
定
的
で
、
そ
の
例
外
が
シ
ュ

フ
ス
ゴ
ー
ル
ド
の
研
究
で
あ
る
と
す
る（（（
（

。
こ
の
論
文
は
、
登
録
デ
ー

タ
が
、
官
庁
デ
ー
タ
を
基
礎
に
国
勢
調
査
及
び
調
査
研
究
デ
ー
タ
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
デ
ー
タ
は
個

人
番
号
の
使
用
に
よ
り
中
央
の
統
計
デ
ー
タ
に
記
録
さ
れ
る
。
そ
の

信
頼
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
諾
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
相
当
に
細

か
く
紹
介
し
て
い
る
。
個
人
的
デ
ー
タ
の
秘
密
保
持
、
研
究
者
の
登

録
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
つ
い
て
述
べ
、

デ
ー
タ
を
管
理
す
る
際
の
考
慮
事
項
が
述
べ
ら
れ
る
。
諾
の
犯
罪
関

係
の
デ
ー
タ
は
個
人
番
号
を
介
し
て
登
録
デ
ー
タ
と
リ
ン
ク
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
か
ら
結
婚
の
時
点
に
向
け
て
犯
罪
傾
向
が
減
少
し
、
結
婚
後
再
び

増
加
す
る
と
い
う
所
見
を
掲
げ
て
い
る（（（
（

。
犯
罪
学
研
究
に
犯
罪
経
歴

と
人
生
経
歴
の
デ
ー
タ
を
リ
ン
ク
す
る
有
用
性
（
社
会
的
に
も
刑
事

政
策
的
に
も
（
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　

以
上
で
紹
介
を
終
え
る
。
ボ
ン
デ
ソ
ン
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
採
録

研
究
者
各
個
人
の
個
別
の
論
文
を
編
者
の
立
場
か
ら
紹
介
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
本
書
は
、
客
観
的
に
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
学
研
究
の

現
状
を
紹
介
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
研
究
上
の

有
用
性
は
本
書
の
方
が
勝
る
と
言
い
得
よ
う
。
し
か
し
、
北
欧
の
犯

罪
学
研
究
者
の
本
書
へ
の
採
録
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
は
、
必

ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
ホ
ー
フ
ェ
ル
の
統
計
研
究
と
編
者
の
意
図

す
る
統
計
研
究
に
は
温
度
差
が
認
め
ら
れ
、
編
者
側
と
北
欧
研
究
者

側
に
意
見
の
相
違
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る（（（
（

。
本
書
採
録
論
文
中

の
参
考
文
献
の
発
表
時
期
は
最
近
の
も
の
が
多
い
。
最
近
の
研
究
状

況
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。

　

な
お
、
筆
者
は
「
犯
罪
と
司
法�

（Crim
e�and�Justice

（」
全
集

の
三
〇
巻
ま
で
に
採
録
さ
れ
て
い
る
全
資
料
に
つ
い
て
作
成
し
た
文
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献
目
録
を
デ
ー
タ
化
し
て
筆
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

し
て
い
る
。
関
心
が
あ
れ
ば
注
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（
（（
（

に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
感

想
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
。

（
1
（　

本
稿
で
は
国
名
表
示
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
次
の
略
称
を
用

い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
・
丁
／
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
瑞
／
ノ
ル
ウ
ェ
イ
・

諾
／
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
芬
。

（
（
（　W

hoʼs�w
ho�（01（,�A

&
C�Black,�London,�（01（,�p.（（（6.

（
（
（　1（（（-（00（.�W

hoʼs�w
ho�in�A

m
erica�（00（�（D

aniel�N
etta�

et�al.�(eds.),�56th�edition,�（001,�V
ol.�（,�p.（（（5

（
に
よ
る
と
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
生
ま
れ
で
、
一
九
四
六
年
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
を
卒
業
、
ロ
ン
ド
ン
経
済
大

学
に
お
い
て
犯
罪
学
で
哲
学
博
士
号
を
取
る
。
以
後
教
職
に
就
き
、

欧
米
の
各
地
の
大
学
、
研
究
機
関
で
研
究
を
続
け
る
。
イ
リ
ノ
イ
大

学
教
授
。
一
九
六
二
年
よ
り
府
中
の
国
連
犯
罪
防
止
研
修
所
の
講
師

と
し
て
二
年
間
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
。

（
（
（　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（http://en.w

ikipedia.org/w
iki/N

orval_
M
orris

（
に
よ
る
。

（
5
（　

以
下
、
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
巻
の
序
文
（M

orris,�N
orval�&

�
T
onry,�M

ichael�(eds.):�Crim
e�and�Justice,�V

ol.1,�U
niv.�of�

Chicago�Press,�1（（（,�pp.vii�ff.

（
に
よ
る
。�

発
足
当
時
の
編
集
委

員
は
、
ブ
ラ
ム
ス
テ
イ
ン
（Blum

stein,�A
lfred:�Professor,�

Carnegie-M
ellon�U

niv.

（、
グ
レ
イ
ザ
ー
（Glaser,�D

aniel:�

Professor,�U
niv.�of�Southern�California

（、
ガ
ー
（Gurr,�T

ed�
Robert:�Professor,�N

orthw
estern�U

niv.

（、
マ
ッ
ク
リ
ー

（M
cCree,�W

ade:�Solicitor�General�of�the�U
.S.

（、
メ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
（M

essinger,�Sheldon:�Professor,�U
niv.�of�California�

Law
�School

（、
モ
リ
ス
（M

orris,�N
orval

（、
マ
ー
フ
ィ
ー

（M
urphy,�Patrick�V

.:�President,�the�Police�Foundation

（、

ラ
イ
ス（Reiss�Jr,�A

lbert�J.:�Professor�of�Law
�and�Sociology,�

Y
ale�Law

�School

（、ト
ン
リ
ィ（T

onry,�M
ichael

（
及
び
ウ
ォ
ー

カ
ー
（W

alker,�N
igel:�D

irector,�Institute�of�Crim
inology,�

Cam
bridge�U

niv.

（
の
一
〇
人
で
あ
る
（
肩
書
き
は
原
文
の
ま
ま
（。

（
6
（　Snare,�A

nnika�&
�B
ondeson,�U

lla�V
iveka:�C

rim
i-�

nological�Research�in�Scandinavia�(Crim
e�&
�Justice�V

ol.�6)�
1（85.�

（
（
（　M

artens,�Peter�L.:�Im
m
igrants,�Crim

e,�and�Crim
inal�

Justice�in�Sw
eden�(Crim

e�&
�Justice�V

ol.�（1)�1（（（.�

（
8
（　Bondeson,�U

lla�V
iveka�(ed.):�Crim

e�and�Justice�in�
Scandinavia,�F

örlaget�T
hom

son,�K
øbenhavn,�（005.�

Bondeson�(ed.)�（005

と
し
て
引
用
す
る
。

（
（
（　

本
書
（T

onry�(ed.)�（011

と
し
て
引
用
す
る
（
に
よ
る
と
、

各
国
の
最
後
の
死
刑
執
行
は
、
芬
が
一
八
二
六
年
、
諾
が
一
八
七
六

年
、
丁
が
一
八
九
二
年
、
瑞
が
一
九
一
〇
年
で
あ
る
（T

onry�(ed.)�
（011,�p.1（.

（。

（
10
（　T

onry�(ed.)�（011,�pp.1（-（0.�
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法学研究�86�巻�11�号（（01（：11）

（
11
（　

犯
罪
と
非
行
一
五
五
号
、
ひ
た
ち
未
来
財
団
、
平
成
二
〇
年
、

一
五
九
頁
以
下
。

（
1（
（　T

onry�(ed.)�（011,�pp.（0�f.
（
1（
（　Bondeson�(ed.)�（005,�pp.5（�ff.

（
1（
（　

同
論
文
の
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
（T

onry�(ed.)�（011,�p.（（.

（
に

よ
る
。

（
15
（　

ホ
ー
フ
ェ
ル
は
、
一
八
〇
九
年
と
一
九
一
八
年
の
二
つ
の
戦
争

を
指
摘
し
て
い
る
（T

onry�(ed.)�（011,�p.50.

（。

（
16
（　

故
佐
藤
昌
彦
判
事
は
、
瑞
の
研
究
者
ビ
ェ
レ
の
研
究
「
殺
人
の

心
理
」
を
戦
前
英
訳
か
ら
の
重
訳
で
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
。

Bjerre,�A
ndreas,�Bidrag�till�m

ordets�psykologi,�1（0（.�

独
訳
、

Zur�Psychologie�des�M
ordes,�H

eidelberg,�1（（5.�

邦
訳
、
佐

藤
昌
彦
訳
、
殺
人
の
心
理
、
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
一
二
年
。

（
1（
（　T

onry�(ed.)�（011,�p.115,�n.5,�p.1（0,�Fig.�8.

（
18
（　T

onry�(ed.)�（011,�pp.11（�f.,�Fig.�（-（�cf.

（
1（
（　T

onry�(ed.)�（011,�p.1（（.

（
（0
（　

芬
は
一
八
〇
九
年
ま
で
瑞
の
領
土
で
あ
り
、
諾
は
一
九
〇
五
年

に
瑞
か
ら
独
立
し
た
。

（
（1
（　Bernhard�Getz�

（1850-1（01

（.�

法
律
学
者
。
一
九
〇
二
年
制

定
の
ノ
ル
ウ
ェ
イ
刑
法
の
立
法
を
指
導
し
た
。
犯
罪
に
対
す
る
多
様

な
対
応
を
考
え
、
児
童
保
護
立
法
、
浮
浪
者
対
策
、
ア
ル
コ
ー
ル
対

策
に
も
深
く
関
与
す
る
。
終
身
、Riksadvokat

（
検
事
総
長
・
大

法
官
（
の
称
号
を
保
持
し
た
。（Brinchm

ann,�Jacob�et�al.�(eds.):�

A
schehougs�K

onversasjons�Leksikon�V
ol.（,�Forlagt�av�H

.�
A
schehoug,�O

slo,�1（（（,�s.（（（.

（

（
（（
（　T
onry�(ed.)�（011,�p.（0（.

（
（（
（　Skyddslag

の
提
案
で
あ
る
。
牧
野
英
一
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
保

護
法
草
案
、
季
刊
刑
政
新
五
巻
四
号
、
昭
和
三
二
年
、
及
び
、
同
、
ス

エ
ー
デ
ン
の
保
護
法
案
、
季
刊
刑
政
新
六
巻
一
号
、
昭
和
三
三
年
参
照
。

（
（（
（　

坂
田
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
福
祉
新
立
法
、
家
庭
裁
判
月
報
三

三
巻
一
一
号
、
一
六
二
な
い
し
一
六
八
頁
を
参
照
。

（
（5
（　

強
い
国
家
、
穏
健
な
全
般
的
福
祉
及
び
高
い
経
済
成
長
で
特
徴

付
け
ら
れ
る
。T

onry�(ed.)�（011,�pp.（65,�（（（-（（5.

（
（6
（　C

f.�A
nners,�E

rik:�B
rottet,�straffet�och�polisen,�

N
orstedts�juridik,�1（（（.

（
（（
（　Politiblikket.�T

onry�(ed.)�（011,�pp.（（（�f.�

警
察
は
町
の
出

来
事
を
何
で
も
警
察
特
有
の
見
方
で
見
て
い
る
。

（
（8
（　T

onry�(ed.),�p.（（6.

（
（（
（　Policing�the�Police.�(T

onry�(ed.)�（011,�pp.（（8�ff.)

（
（0
（　Christie,�N

ils:�Changes�in�Penal�V
alue,�Bondeson�(ed.)�

（005,�pp.（1�ff.�cf.

（
（1
（　

こ
の
二
つ
の
語
（consistency�and�uniform

ity

（
は
北
欧

で
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
す
る
（T

onry�(ed.)�（011,�p.（56.

（。

（
（（
（　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
二
九
章
五
条
。
坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

刑
法
に
お
け
る
制
裁
の
量
定
、
人
間
科
学
論
究
二
〇
号
、
常
磐
大
学

大
学
院
、
平
成
二
四
年
、
五
七
～
五
八
頁
。
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（
（（
（　T

onry�(ed.)�（011,�pp.（68�ff.
（
（（
（　T

onry�(ed.)�（011,�p.（8（,�T
ab.�（.

（
（5
（　Scandinavian�Studies�in�C

rim
inology,�V

ol.1,�
T
avistock,�1（65,�pp.86-116.

（
Ｎ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
外
執
筆
部
分
（

（
（6
（　

二
〇
〇
五
年
の
刑
法
改
正
。
坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
第

六
章
（
性
犯
罪
（
の
改
正
に
つ
い
て
、
法
学
研
究
七
八
巻
八
号
、
平

成
一
七
年
、
三
五
頁
以
下
。

（
（（
（　

唯
一
異
な
る
点
は
暴
力
行
為
と
政
治
的
腐
敗
と
の
結
合
が
北
欧

の
定
義
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。T

onry�(ed.)�（011,�
p.5（（�f.�

な
お
、
組
織
犯
罪
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
に
は
、

人
身
取
引
（T

raffi
cking�in�hum

an�beings

（、
児
童
ポ
ル
ノ

（Child�pornography

（、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
（Cyber�crim

e

（、
経
済

犯
罪（Financial�crim

e

（、マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ（Counterfeiting�

of�m
eans�of�paym

ent

（
及
び
薬
物
違
法
取
引
（D

rugs�
traffi

cking

（
が
組
織
犯
罪
の
包
括
的
闘
争
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。D

elivering�an�area�of�freedom
,�security�and�justice�

for�Europeʼs�citizens�A
ction�Plan�Im

plem
enting�the�

Stockholm
�Program

m
e�

〈Brussels,�（0.（.（010.�CO
M
�(（010)�

1（1�final

〉�p.6�cf.

（
（8
（　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア（http://sv.w

ikipedia.org/w
iki/Organiserad_�

brottslighet

（
に
よ
る
と
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
組
織
犯
罪
は
い
わ

ゆ
る
暴
走
族
（K

rim
inella�m

otorcykelklubbar

（
と
人
種
的
犯

罪
集
団
（Etniskt�sam

m
ansatta�krim

inella�grupperingar

（

に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
（（
（　

犯
罪
被
害
法
（Brottsskadelag�

〈SFS�1（（8:（1（

〉（。
宮
澤

浩
一
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
被
害
者
補
償
制
度
、
法
学
研
究
四

七
巻
八
号
、
昭
和
五
〇
年
、
五
七
～
六
七
頁
。

（
（0
（　T

onry�(ed.)�（011,�p.61（.�

こ
の
論
文
の
参
考
文
献
に
は
シ
ュ

フ
ス
ゴ
ー
ル
ド
の
二
つ
の
業
績
（O

g�fæ
ngslet�tar�de�sidste:�O

m
�

krim
inalitet,�straf�og�levevilkår,�1（8（

及
びD

en�krim
inelle�

karriere,�1（（8

（
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ホ
ー
フ
ェ
ル
の
業
績

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（1
（　T

onry�(ed.)�（011,�pp.6（1�ff.

（
（（
（　

注（
（0
（で
触
れ
た
よ
う
に
、
ホ
ー
フ
ェ
ル
の
研
究
が
論
文
⑪
の

参
考
文
献
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
数
理
的
研
究
に
対
す
る
ホ
ー

フ
ェ
ル
の
消
極
的
姿
勢
（T

onry�(ed.)�（011,�p.（1�cf.

（
と
縦
断
的

研
究
（Longitudinal�Study

（
に
よ
る
新
た
な
犯
罪
学
的
知
見
の

獲
得
と
い
う
事
実
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、
両
者
の
間
の

対
立
を
想
像
さ
せ
る
。

（
（（
（　

当
分
の
間http://w

w
w
1（.ocn.ne.jp/~jnsakata/bunkan/

crim
andj01-（0.htm

。

（Crim
e�and�Justice�V

ol.（0-Crim
e�and�Justice�in�Scandinavia- ,�

M
ichael�T

onry�&
�T
apio�Lappi-Seppälä�(eds.),�T

he�U
niversity�

of�Chicago�Press,�（011,�Pp.6（（.

（

坂
田　

仁　


